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 ２０２２年（令和４年）第７回総会議事録 

 
 

１ 告 示 年 月 日  ２０２２年（令和４年）７月１５日（金） 

２ 通 知 年 月 日  ２０２２年（令和４年）７月１５日（金） 

３ 開 催 年 月 日  ２０２２年（令和４年）７月２９日（金） 

４ 開 催 場 所  福山市東桜町３番５号  

福山市役所 ３階 中会議室 

 

５ 付 議 事 項 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決定について 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請に対する処分について 

議案第３号  農地法第５条の規定による許可申請に対する処分について 

  議案第４号  非農地証明について 

議案第５号 相続税の納税猶予に関する適格者証明について） 

議案第６号 非農地判断について 

   

 

６  協議及び報告事項   

     農地法等に関わる専決処分・届出等について 

     ２０２２年度（令和４年度）農地パトロールの実施について 

 

７ 出席委員 

2番 上田憲一郎 4番 野田 幸男 5番 寳諸 孝也 6番 谷邊 博人 

7番 岡本 卓也 8番 小林 輝仁 10番 安原 理雄 11番 下江 京子 

12番 河村 昇 13番 山本 明 14番 須藤 薫雄 15番  谷本 耕造 

   以上１２名 

 

８ 欠席委員 

1番 佐藤 眞子 3番 土屋 智樹 9番  石井 洋子  

   以上３名 

                                       

 

９  その他の出席者   

   ０名 

 

１０ 事務局出席職員  

事務局専門員  延平 光雄  事務局次長  瀧 川  滋 雄 

事 務 局  三好 千鶴  神辺出張所  杉原 信弘 
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松永出張所  花 田   宏  北部出張所  藤 井 勝俊 

      以上６名 
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１１ 議事内容 

 １４時３０分 

 

事務局 

 

 

 

会 長 

 

会 長 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

ただいまから，２０２２年（令和４年）第７回福山市農業委員会総会を

開会いたします。 

谷邊会長，会議の進行をお願いします。 

 

― 開会挨拶 ― 

 

それでは，会議規則第３条の規定によりまして議長を務めさせていただ

きます。 

 

最初に，総会の成立を申し上げます。 

 

委員総数１５名のうち，出席委員１２名，欠席委員３名，在任委員の過

半が出席ですので，本会議は成立します。 

 

続いて，会議規則第１０条の規定により，議事録署名委員の指名を行な

います。 

議席番号８番小林輝仁委員と議席番号１１番下江京子委員にお願いしま

す。 

 

議事に入る前に，議案の訂正等があれば，事務局より説明してください。 

 

２０２２年（令和４年）第７回総会議案書追加及び訂正事項等について

説明します。 

 最初に議案書次第の「５ 報告事項」を「５ 協議及び報告事項」に

訂正。同じく「５ 協議及び報告事項」に「２０２２年度（令和４年度）

農地パトロールの実施について」を追記。 

 次に議案書（別冊）の８ページ３番の備考欄に「農振」を追記。 

次に９ページ９番と１０ページ１１番の施設欄「９ページ１０番から１

０ページ１１番まで」を「９ページ９番から１０ページ１１番まで」に
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事務局 

続き 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

委 員 

2番 

上田 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

 

 

 

 

訂正。 

次に１３ページ７番が取下げ。追加・訂正事項等は以上です。 

 

 それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する

処分決定について」を上程します。 

 

 東部地区の報告をお願いします。 

 

東部地区の審議内容について，報告します。 

東部地区では，７月２５日の午前８時３０分からの現地調査に続き，午前 

１１時２５分から市役所３階小会議室で協議会を開催しました。 

委員７名中全員の出席により，議案第１号１件，議案第３号２件，議案第５

号１件，議案第６号１１件，合計１５件について審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の１頁１番について報告します。 

１番は京都府長岡京市の譲渡人から，東深津町六丁目の譲受人が経営規模を

拡大するため東深津町六丁目の畑３筆を譲り受けるものです。 

場所は深津小学校から西２１０ｍです。 

受人及び申請農地，営農計画に問題なく，必要な農機具も確保されており，

下限面積も超えているので許可妥当と判断しました。以上です。 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

西部地区の審議内容について，報告します。 

西部地区では，７月２６日の午前１１時５０分からの現地調査に続き，午後

４時から市役所 ３階 小会議室で協議会を開催しました。 

委員１０名全員の出席により，議案第１号８件，議案第２号１件，議案第３

号４件，議案第４号４件，議案第６号２件，合計１９件について審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の２番から９番について報告します。 

２番は，瀬戸町の受人が，同町の渡人から使用貸借権を設定して申請地を借

り受け，経営規模を拡大するものです。 

３番と４番は関連案件です。 

南本庄の受人が，２人の渡人から，３番では申請地を譲り受け，４番では使

用貸借権を設定して申請地を借り受け，新規就農するものです。 
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委 員 

4番 

野田 

続き 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

7番 

岡本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

５番は，赤坂町の受人が，府中市の渡人から申請地の贈与を受け，経営規模

を拡大するものです。 

６番と７番は関連案件です。 

山手町の受人が，２人の渡人から，６番では申請地の贈与を受け，７番では

使用貸借権を設定して申請地を借り受け，経営規模を拡大するものです。 

８番は，熊野町の受人が，同町の渡人から申請地を譲り受け，経営規模を拡

大するものです。 

９番は，水呑向丘の受人が，田尻町の渡人から申請地を譲り受け，経営規模

を拡大するものです。 

いずれも，受人及び申請農地，営農計画に問題はなく，許可妥当と判断しま

した。以上です。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，松永地区の審議内容について報告をします。 

松永地区では，７月２６日，午前９時３０分から関係者により現地調査を行

い，午前１０時３０分から松永支所２階２１会議室で協議会を開催しました。

委員７名全員の出席により，議案第１号２件，議案第４号１件について審議い

たしました。  

 それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の１０番と１１番について報告します。 

１０番は，本郷町の受人が，横浜市の渡人から譲受け，野菜を栽培する計画

です。 

１１番は，本郷町の受人が，横浜市の渡人から譲受け，野菜を栽培する計画

です。 

いずれも，農機具を所有されており，受人及び申請農地，営農計画に問題は

なく，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 

 

 それでは，北部地区の審議内容について，報告します。 

北部地区では，７月２６日の午前１１時００分から関係者により，現地調査

を行い，午後３時３０分から北部支所３階の３０２会議室で協議会を開催しまし

た。 

委員１３名のうち１２名の出席により，議案第１号５件，議案第２号６件，

議案第３号１１件，議案第４号２件，の合計２４件について審議いたしました。 
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委 員 

10番 

安原 

続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

13番 

山本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは， 議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分決

定について」の別冊３ページの１２番から４ページの１６番について報告

をします。 

まず１２番から１４番は関連案件です。 

加茂町の借受人または譲受人は，１２番と１３番で申請地を使用貸借権に

より借り受け，１４番で所有権移転により譲り受けて，下限面積を満たし，

季節野菜を栽培して新規就農するものです。 

１５番は西宮市の貸出人は遠方で耕作できないため，地元加茂町の借受人

が使用貸借権で借り受け，水稲を栽培して，経営規模拡大を図るものです。 

１６番は駅家町の借受人が，平成２４年８月３０日から５年更新で同町の

貸出人から借り受けているもので，継続して水稲を栽培していくものです。 

いずれの案件も，譲受人或いは借受人は，農作業経験があり，必要な農機具等も

確保済であり，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

 

神辺地区の審議内容について報告します。 

神辺地区では，７月２６日，午前９時から現地調査を行い，午前１０時３０

分から，神辺支所３階３１会議室において地区協議会員８名全員の出席によ

り，議案第１号９件，議案第３号５件の合計１４件について，審議しました。 

それでは，議案第１号「農地法第３条の規定による許可申請に対する処分

決定について」４ページ１７番から６ページ２５番について報告します。 

１７番は，申請地の箱田の田１筆１，０６１㎡について，所有している大

谷台の渡人が労力不足で農業後継者もいないことから，申請地隣地に居住す

る箱田の受人が譲り受けて，水稲，季節野菜の栽培をして経営規模の拡大を

図るものです。 

１８番は，申請地の八尋の田２筆３，１４９㎡について，所有している八

尋の貸人が労力不足で農業後継者もなく休耕していたところ，上御領の受人

が，期間２０年間の使用貸借権を設定して借り受けて，水稲，季節野菜の栽

培をして新規就農をするものです。 

１９番と２０番は，関連案件です。 

川北の受人が，１９番で上竹田の田１筆８７７㎡について，父である上竹

田の貸人から期間を定めない使用貸借権を設定して借り受けて，水稲の栽培

をし，受人実家が申請地隣地の２０番の上竹田の畑１筆１７２㎡について

は，坪生町の渡人から贈与を受けて野菜の栽培をして，合計１，０４９㎡に

ついて新規就農をするものです。 
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委 員 

13番 

山本 

続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

  ２１番と２２番は，関連案件です。 

２１番の下竹田の田 1 筆８７６㎡と２２番の下竹田の田５８０㎡を所有

するそれぞれ下竹田の渡人が申請農地を交換し，引き続き水稲栽培をするも

ので，それぞれの自宅から耕作地が近くなり，耕作の利便性を高め，営農活

動をし易くするものです。 

２３番は，申請地の下竹田の田１筆１，６５６㎡と畑４筆３，１５８㎡に

ついて，所有している横浜市の渡人が遠方居住かつ労力不足で営農継続が困

難となっているため，南本庄の受人が譲り受けて，水稲や季節野菜・果樹の

栽培をして経営規模の拡大を図るものです。 

２４番と２５番は，関連案件です。 

下御領の受人が，２４番で，平野の田１筆１２４㎡を譲り受けて，畑とし

て耕作し，季節野菜の栽培をして，２５番では，平野の田１筆１，５７２㎡

に３年間の使用貸借権を設定して借り受けて，水稲の栽培をして新規就農を

図るものです。 

いずれの案件も申請農地，営農計画に問題はなく，必要な農機具・労働力

も確保され，下限面積も満たしていることから，許可妥当と判断しました。 

以上です。 

 

 ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第１号のすべての案件については，別紙調査書のとおり，借入後又

は取得後の全ての農地を利用する計画であり，機械・労働力・技術など

に問題はなく，農業委員会が定める下限面積を超えていることから，農

地法第３条第２項各号には該当せず，許可要件をすべて満たしています。

説明は以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第１号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお
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議 長 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

 

 全員挙手により，議案第１号は原案のとおり許可することに決定しま

す。 

 

次に，議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決

定について」を上程します。 

 西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の１番について報告します。 

兵庫県 屋市の申請人が，申請地を庭敷として整備するものです。場所は，

田島駐在所の南東，約１００メートルです。 

現地調査をしましたが，周辺の営農条件に支障を生じるおそれもないことか

ら，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

北部地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第２号「農地法第４条の規定による許可申請に対する処分決定

について」の別冊７ページ２番から７番について報告します。 

２番は，野上町二丁目の申請者は加茂町で華道教室を運営していますが，生

徒の駐車スペースがなく申請地に確保するものです。 

場所は加茂中学校の南東７００メートルの所です。 

３番は，駅家町で建設業を営む申請人が現在の資材置場が手狭になったた

め，新たに申請地に整備するものです。 

場所は駅家東小学校の東３００メートルの所です。 

４番と５番は関連案件です。 

申請地の周辺には商業施設があり，不足する露天駐車場を整備し，貸し出す

るものです。 

場所は国道４８６号線沿いの駅家消防署の前です。 

６番と７番は関連案件です。 

前後しますが，７番で，申請者の子ども家族が実家に帰ることになり，離れ
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委 員 

10番 

安原 

続き 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

家を建築することになりました。 

６番は，隣地境界線を確定した際，自宅の敷地より，はみ出して建てた塀や

物置などがあることがわかり，その部分である申請地を現状に合わせ，宅地に

するものです。 

現地は既に宅地の一部であり，顛末書の提出を受けています。 

場所は駅家南小学校の西１００メートルの所です。 

以上，現地調査をしましたが，日照・排水等，周辺の営農条件に支障を生じる

おそれもないと認められることから，許可妥当と判断しました。 

なお，申請地は，全て農振農用地区域内の農地ですが，7 月 29 日農振除外

が決定しております。以上です。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

議案第２号のすべての案件は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種農

地，第３種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にあ

る第２種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない農地と認められる

ため，その他の農地である第２種農地として判断されます。 

別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の要

件を満たしており，申請は，適正かつ適法であり，事業規模からみて適

切な面積で，周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められま

す。また，常設審議委員会への意見聴取案件はありません。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第２号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全員挙手 ― 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

2番 

上田 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

4番 

野田 

 

 

 

 

 

 

委 員 

4番 

 

全員挙手により，議案第２号は原案のとおり許可することに決定します。 

 

次に，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決

定について」を上程します。 

東部地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の８頁１番と２番について報告します。 

１番は，南蔵王町五丁目の譲渡人から尾道市栗原町の譲受人が所有権を取得

し，申請地を雨水排水路とするものです。隣接した土地に受人は太陽光発電施

設を設置しております。 

場所は，蔵王小学校から北東，１１５０メートルです。 

２番は，大門町津之下の渡人から，札幌市白石区の法人である受人が賃借権

を設定し，自社の経営する薬局の露天駐車場を設けるものです。 

既に一部整備され，駐車場利用もあるため，顛末書添付となっています。 

場所は，旭丘小学校から東４５０メートルです。 

現地調査をしましたが，いずれも日照・排水等周辺の営農条件に支障を生じ

るおそれもないことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」の３番から６番について報告します。 

３番は，津之郷町の受人が，赤坂町の渡人から申請地を譲り受け，住宅１棟

を建築するものです。 

場所は，赤坂小学校の北西，約５００メートルです。 

４番は，赤坂町の受人が，同町の渡人から使用貸借権を設定して申請地を借

り受け，露天駐車場として整備するものです。 

場所は，特養老人ホーム福山福寿園の至近です。 

５番は，沼隈町の受人が，同町の渡人から使用貸借権を設定して申請地を借

り受け，住宅１棟を建築するものです。 

場所は，天神山下交差点の南西，約３００メートルです。 

６番は，内海町の受人が，同町の渡人から申請地を譲り受け，露天駐車場と

して整備するものです。 
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野田 

続き 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

10番 

安原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場所は，箱崎漁港の西，約２００メートルです。 

なお，３番，４番及び５番は，農振農用地区域内の農地ですが，7 月 29日農

振除外が決定しております。 

現地調査をしましたが，いずれも，周辺の営農条件に支障を生じるおそれも

ないことから，許可妥当と判断しました。以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 

  

それでは，議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定

について」の別冊９ページ７番から１１ページ１７番について報告します。 

７番は，南蔵王町でトビや土木建設業を営む譲受人が福山市北部で工事が多

くなり，大黒町の破産管財人をとおして申請地を譲り受け，併用地を含め露天

資材置場を整備するものです。 

場所は市立動物園の南西１．６キロメートルの所です。 

８番は，建設業を営む駅家町の借受人が現在使用している資材置場を返還し

なければならなくなり，その代替地として，叔父が所有する申請地を使用貸借

権で借り受け，露天資材置場として整備するものです。 

申請地は既に工事に着手しているため，顛末書の提出を受けています。 

場所は加茂中学校の南東６００メートルの所です。 

９ページ９番から１０ページ１１番は，関連案件です。 

駅家町の土木建設業を営む譲受人は，露天駐車場が不足しており，９番と１

１番の譲渡人から申請地を譲り受け，また，１０番で使用貸借権により借り受

け，露天駐車場を確保するものです。 

なお，１０番と１１番の申請地は既に露天駐車場として使用しているため，

顛末書の提出を受けています。 

場所は服部大池の北１キロメートルの所です。 

１２番は，千代田町で借家住いの借受人は実家に近い，祖父が所有する申請

地に使用貸借権を設定して，住宅を建築するものです。 

場所は服部大池の北に面した所です。 

１３番は，御幸町で包装資材の製造を行う譲受人は東桜町の譲渡人から申請

地を譲り受け，不足している従業員用駐車場を確保するものです。 

場所は御幸小学校の西１キロメートルの所です。 

１４番は，駅家町の借受人である息子世帯が現在住んでいる実家が老朽化

し，手狭になったため，父親が所有する申請地へ使用貸借権を設定し，住宅を

建築するものです。 

場所は宜山小学校の南１００メートルの所です。 



- 12 - 

委 員 

10番 

安原 

続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

委 員 

13番 

山本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５番は，駅家町の借受人である息子世帯が住んでいる実家が手狭になった

ため，隣地にあたる父親が所有する申請地へ使用貸借権を設定し，住宅を建築

するものです。 

場所は宜山小学校の南３００メートルの所です。 

１６番は，駅家町に住む譲受人が自宅を建築した当時から自宅への進入路の

一部として使用していたもので，この度，同町の譲渡人から申請地を譲り受け

るものです。 

そのため，顛末書の提出を受けています。 

場所は宜山小学校の北５００メートルの所です。 

１７番は，新市町に住む譲受人は仕出し料理店を営んでいますが，山際で店

舗や進入路が狭隘なため，さいたま市の譲渡人から申請地を譲り受け，自宅を

含め移転するものです。 

場所は網引小学校の東２００メートルの所です。 

以上，現地調査をしましたが，日照・排水等，周辺の営農条件に支障を生じる

おそれもないと認められることから，許可妥当と判断しました。 

なお，７番の６６－１と１７番の６６４－３を除く全ての申請地は，農振

農用地区域内の農地ですが，7 月 29 日農振除外済です。以上です。 

 

 神辺地区の報告をお願いします。 

 

議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請に対する処分決定につい

て」  １１ページ１８番から１２ページ２２番について報告します。 

１８番は，建設業を営む川北の法人が，新湯野の渡人から申請地の湯野の

田２筆合計２，０９５㎡を譲り受けて，事業拡大で不足する露天資材置場と

して利用するものです。 

１９番は，西中条の渡人が所有する申請地の西中条の田１筆４９２㎡につ

いて，孫である西新涯町の受人が使用貸借権の設定をして借り受けて，両

親・祖母の日常生活及び農作業の支援をするため，分家住宅を建築するもの

です。  

２０番は，湯野の渡人が相続した申請地の三谷の畑１筆１，１４３㎡につ

いて，配偶者の受人が使用貸借権の設定をして借り受けて，売電用の太陽光

発電パネルを設置するものです。 

２１番は，道上の渡人が所有する申請地の道上の田１筆５６㎡について，

申請地隣地に居住する道上の受人が譲り受けて，宅地の拡張をし，自宅の増

築をするものです。 

２２番は，道上の渡人が所有する申請地の道上の畑１筆１５０㎡につい
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て，子夫婦である津之郷町の受人が使用貸借権の設定をして借り受けて，自

宅建築予定地への進入路として利用するものです。 

１８番から２２番については，いずれの申請地も，農振農用地区域内の

農地ですが，7 月 29 日農振除外済です。 

現地調査を行いましたが，いずれも日照・排水について支障を生じるおそ

れもなく，転用許可妥当と判断しました。 

なお，１８番と２１番，２２番については，既に土地造成や宅地・進入路

としての利用がされていたため，それぞれ顛末書の提出を受けています。 

以上です。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

 議案第３号のすべての案件は，農用地区域内農地，甲種農地，第１種

農地，第３種農地に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内に

ある第２種農地及び第３種農地のいずれにも該当しない農地と認められ

るため，その他の農地である第２種農地として判断されます。 

別紙，農地転用許可申請に係る調査書のとおり，農地転用許可基準の要

件を満たしており，申請は，適正かつ適法であり，事業規模からみて適

切な面積で，周辺の営農状況に支障を生じるおそれもないと認められま

す。また，常設審議委員会への意見聴取案件はありません。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第３号について，原案のとおり許可することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全員挙手 ― 
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議 長 

 

委 員 

7番 

岡本 

 

 

 

 

 

議 長 

 

全員挙手により，議案第３号は原案のとおり許可することに決定します。 

 

次に，議案第４号「非農地証明について」を上程します。 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第４号「非農地証明について」の１番から４番について報告します。 

１番は，愛 県越智郡上島町の申請人が，昭和６０年１１月から住宅敷地と

して利用し，現在に至っております。 

場所は，沼隈支所の北東，約６００メートルです。 

２番は，野上町の申請人が，昭和３０年３月頃から耕作放棄していたところ，

雑木等が繁茂し山林となっております。 

場所は，クレセントビーチの北，約１００メートルです。 

３番と４番は同一の申請人によるものです。 

３番については，昭和４７年頃から耕作放棄していたところ，雑木等が繁茂

し原野となっており，４番については，昭和２９年８月から住宅敷地及び進入

路として利用され，現在に至っております。 

場所は，どちらも，田島駐在所の南東，約１００メートルです。 

なお，２番は，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整は

整っております。 

 現地調査をしましたが，いずれも，農地性がなく，農地への復元も困難であ

り，証明妥当と判断しました。以上です。 

 

松永地区の報告をお願いします。 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」の５番について報告します。 

５番は，金江町の申請人が，昭和３０年頃から耕作放棄をしていたところ，

雑木などが繁茂し，山林となったものです。場所は，長迫池から西へ約１５０

メートルのところです。 

なお，農振農用地区域内の農地でありますが，担当部局との調整は整って

おります。 

現地調査をしましたが，農地性がなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。以上です。 

 

 北部地区の報告をお願いします。 
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議 長 

 

 

議 長 

 

それでは，議案第４号「非農地証明について」の別冊１３ページの６番と８番

について報告します。 

６番の山野町大字山野字押谷の３筆は昭和３５年５月頃から，クズや笹が繁

茂し，原野化しております。 

大原の２筆は湿地帯でクズ・イバラ・花菖蒲が繁茂しており，耕作再開は不

可能であると判断しました。 

押谷の３筆の場所は山野小学校の西１キロメートルの所です。 

大原の２筆は山野小中学校の西５００メートルの所です。 

８番は平成初期から耕作放棄していたところ，雑木等が繁茂し，原野となっ

ています。 

場所は服部大池の北西３キロメートルの所です。 

 申請地は，すべて農振農用地区域内の農地ではありますが，担当部局との調

整は整っております。 

現地調査をしましたが，農地性はなく，農地への復元も困難であり，証明妥

当と判断しました。 以上です。 

 

 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第４号について，原案のとおり証明することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

 

 全員挙手により，議案第４号は原案のとおり証明することに決定しま

す。 

 

次に，議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」を

上程します。 



- 16 - 

議 長 

 

委員 

2番 

上田 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

 

 

委 員 

 

議 長 

 

議 長 

 

委員 

2番 

委員 

2番 

上田 

 東部地区の報告をお願いします。 

 

 議案第５号「相続税の納税猶予に関する適格者証明について」は，１４頁１

番について報告します。 

 １番は，申請人である子が川口町五丁目の農地３筆３５４６㎡を相続し営農

していくものです。 

場所は，川口小学校から１筆が南西６００ｍで，残り２筆が同じく川口小学

校から南８００ｍです。 

現地確認を行いましたが，申請地は適正に管理されていましたので証明妥当

と判断しました。以上です。 

 

 ありがとうございました。 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第５号について，原案のとおり証明することに賛成の方は挙手をお

願いします。 

 

― 全員挙手 ― 

  

全員挙手により，議案第５号は原案のとおり決定します。 

 

次に，議案第６号「非農地判断について」を上程します。 

 東部地区の報告をお願いします。 

 

議案第６号「非農地判断について」の１５頁１番から１１番について報告しま

す。 

１番～１１番は春日町宇山の３つの字にまたがっていますが，隣接する地域

にあります。 

農地パトロールで長いもので２０１８年９月から，短いものでも２０２０年

９月から複数年荒廃区分５と確認しており，山林状態が続いているものです。 
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山の麓で，不整形地・狭小地・傾斜地が多いため，耕作困難だったと考えら

れます。 

場所は春日小学校から北１，２００～１，４００ｍの位置になります。 

 いずれも農地性はなく復元も困難であるため，非農地判断妥当と判断しまし

た。以上です。 

 

西部地区の報告をお願いします。 

 

議案第５号「非農地判断について」の１２番と１３番について報告します。 

 １２番の赤坂町の農地については平成２６年から，１３番の水呑町の農地に

ついては平成２３年から，農地パトロールで荒廃区分が「５」と判断されてい

る山際の農地で，山林となっております。 

いずれも農地性はなく復元も困難であるため，非農地判断妥当と判断しまし

た。以上です。 

 

ありがとうございました。 

事務局から補足説明等があればしてください。 

 

 非農地判断は，農地パトロールで確認した復元が困難な農地や復元し

ても農地としての継続利用が見込まれない農地について，農業委員会が

非農地と判断するもので，農地台帳から削除することとなります。 

 非農地と判断した土地については，所有者等をはじめ，県，市，法務

局等の関係機関にその旨を通知することとなります。 

以上です。 

 

これより質疑に入ります。 

発言のある方は挙手をお願いします。 

 

― 質問等なし ― 

 

質問等がないようですので，採決します。 

議案第６号について，原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお

願いします。 
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― 全員挙手 ― 

 

 全員挙手により，議案第６号は原案のとおり決定します。 

 

次に，協議及び報告事項の「農地法等に関わる専決処分・届出等につい

て」を事務局から説明してください。 

 

専決処分及び届出等について，ご説明します。 

議案書（別冊）の１６ページから１９ページの「農地法第３条の３第１項の

規定による届出について」です。これは，相続等により農地の権利を取得した

場合の届出です。農業委員会処務規則第６条の２第１項の規定により，１６件

を事務局長専決で受理しました。 

次に，２０ページと２１ページの「農地法第４条第１項第８号の規定による

農地転用届出書の受理について」及び，２２ページから２９ページの「農地法

第５条第１項第７号の規定による農地転用届出書の受理について」です。 

４条１７件，５条４８件を農業委員会処務規則第６条の２第１項の規

定により，事務局長専決で受理しました。 

次に，３０ページの「農地転用(農業用施設)届出書の受理について」です。

農地法施行規則第２９条第１項第１号の規定により，転用目的が農業用施設で

あり，かつ転用面積が２アール未満の場合，農地法第４条の「農地の転用の制

限」の例外規定の適用を受けられます。１件の届出があり，現地確認の結果，

農業用倉庫であることを確認しました。 

次に，３１ページの「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知に

ついて」です。賃貸借を解約したことの通知が３件ありました。 

次に，３２ページの「農地等の現況に係る照会に対する調査結果について」

です。広島法務局福山支局から２件の照会があり，農地性がないことを確認し

ました。回答期限が照会のあった日から２週間であり，この間に総会の開催が

ないため事務局長による専決処分により回答しました。 

次に，３３ページの「農地法の規定による許可又は届出の取消し・申請取下

げについて」です。許可又は届出の受理後，何らかの事情により履行できなか
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ったことから提出されたものであり，１件を受理しました。専決処分及び届出

等については以上です。 

 

 

ただいまの説明について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

質問等もないようですので，次に，「２０２２年度（令和４年度）農地パ

トロールの実施について」を事務局から説明してください。 

 

事務局の三好です。農地パトロールの実施について説明いたします。 

農地パトロールには，1999 年（平成 11 年）から取り組んでまいりました。 

農地制度の適正執行や農地の有効利用促進を図るためです。 

 その後，2009 年（平成 21 年）に農地法が改正され，管内全ての農地を毎年

１回以上調査し，農地の「利用状況調査」を行わなければならなくなりました。 

これは農地法第３０条第１項に基づきます。 

 また利用状況調査の結果に基づき，所有者に対し利用意向調査を実施するこ

とになっております。 

 これは農地法第３２条第１項に基づきます。 

2011 年（平成 23 年）から，「利用状況調査」と併せて，荒廃状況を調査す

る「荒廃農地調査」が追加されました。 

しかし，2021 年度（令和 3 年度）からはこの２つの調査が統合され，調査内

容も大きく見直されました。 

これに伴い昨年度は実施要領と実施手順を変更しました。 

実施要領について，昨年度から変更した点を申し上げます。 

まず表題の年度を更新しました。 

そして第４条の趣旨を徹底するために，全体での研修会を行うつもりでし

た。しかしながら，今年度はコロナ罹患者増加の影響で中止にしました。 

そこで，実施手順を作成し配布することとしました。 

なお各委員の要望があれば個別の研修をいたします。その場合事務局担当者

に電話予約を入れて頂きます。 

次に第６条の提出日を 10 月 7 日（金），各出張所の事務局提出〆切を 10 月

21 日（金）に変更しております。 

次に実施手順における変更点を説明します。 

2021 年度の地図では荒廃区分Ａ・Ｂの記載があり，判定は１～５でして頂き

ました。 

今回は，昨年度の判定を地図に反映しております。 

したがってＡ・Ｂの記載はありません。 
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また，実施手順４頁をご覧ください。 

判断基準表については，文言を増やしてほしいという要望が農地利用最適推

進委員からありました。そこで，区分１と２に関して「意向調査を行うべき農

地」，さらに区分２には「荒廃度が重度でも基盤整備を行った農地」という文

言を入れました。 

 荒廃区分５については，「年内に非農地判断すべき農地」という文言を入

れました。 

昨年度は研修会で直接お話ししましたが，今年度は文章にして記入しており

ます。 

また「耕作が再開されている農地」Ｃと，「荒廃農地から保全管理に変わっ

た農地」Ｄについても文言を表の中に記入し，確認しやすくしました。 

次に５頁をご覧ください。 

（ⅵ）指導・斡旋の有無を記入するように追加しました。 

県への報告義務があるので，追加した項目になります。 

記入例「様式１」利用状況調査の頁をご覧ください。 

昨年度荒廃区分欄がＡ・Ｂから荒廃区分１～５に変わっております。色分け

区分も入れております。 

現況地形と発生区分については，昨年度番号を記入して頂きました。 

それをもとに，備考欄へ言葉で記入しました。確認しやすいと思います。 

現地を見ながら判断に問題ないか確認して頂くつもりです。 

なお，変更点や加筆・修正部分は，赤で記入して頂く予定です。以上です。 

 

ただいまの説明について，発言のある方は挙手をお願いします。 

 

 ― 質問等なし ― 

 

発言等もないようですので，以上をもちまして２０２２年（令和４年）

第７回福山市農業委員会総会を終了します。 

なお，来月の総会は８月３１日開催の予定です。 

皆様お疲れ様でした。 

 

委員の皆様には，ご審議いただきありがとうございました。 

気をつけてお帰りください。 

 

 
 １５時４０分閉会 

 
 


